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本書のエッセンス 
 

ミラー接点 ―安全制御機能に関する高度な 
信頼できる情報のために― 
 

- 新しく定義されたミラー接点は、より高い信頼性を保障します。 

 

ここ数年間で、人体保護のための

安全制御回路の持つ意味は、一般

的な認識にまで拡大しました。 

この課題は、ドイツ雇用者責任保

険協会やスイスの SUVA ( スイ

ス事故防止委員会 )の管轄におい

て維持・発展しているだけのもの

ではなく、貴重な設備投資やシス

テムの高い信頼性を守るための安

全回路としても、新たな認識と注 

 

目を集めています。 

安全回路は簡単に構築することが

できますが、しかし多くの場合、

接点の性質からくる不確実な要素

が存在します。つまり主接点と補

助接点間の相互の関係に関するも

のなのですが、そこで規格で定義

された”強制駆動”あるいは新し

い"ミラー接点”といった用語が

登場してくるのです。 

 

"強制駆動接点"では、安全回路に

ユーザが求める、“主接点の正確な

モニタリング”を実行することが

できません。 

そこで、Moeller から DIL M コン

タクタとミラー接点が新登場しま

した。これによって今までの不確

実性が払拭され、明確な機能実行

が実現しました。 

本文では、典型的な接点の属性や

定義と併せて解説いたします。

安全制御機能：安全制御の信頼性の程度を規定する制御機能。機械の安全性を確保し、危険な状態

の発生を防ぐ目的がある。（IEC/EN60 204-1,草案 2002[1] IEC62 201[2]および DIN EN ISO 13849-1[3]

の準備として） 
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接点の種類とそれらのタスク 

 

産業用低電圧開閉装置、及び、制

御装置は、IEC / EN 60 947 ( 表 

2 ) の各項を遵守して開発・製造

され、そして試験されています。 

開閉装置や保護用デバイスのタイ

プに応じて、様々な構造的要件が

定められています。特に装置の作

動方法やタスク実行に関して定め

られています。 

接点要素や接点に課せられている

様々な要件 は、 表 1 にリストア

ップされている構造上またはアプ

リケーション上の要件に起因して

います。 

更には、接点の材料、接点が開閉

する媒体 ( 空気、不活性ガス、及

び真空 ) といったものからも要

件が規定されます。 

Moeller は、環境保護の観点から

考慮して、物理的そして技術的な

適合性を持った材料を選択してい

ます。 

これらの各種要求事項は、主とし

てメインスイッチ開閉装置や主接

点、主回路に適用されます。 

 

メインスイッチ開閉装置は、主回

路において用いられます。 

メインスイッチ開閉装置の役割は、

定義で定まっている異常状態 

( 過負荷、短絡 ) が起こっている

時に、システムの負荷 ( モータ、

ヒータや照明等) や保護デバイス

の負荷を開閉することです。また、

異常状態 ( 過負荷、短絡 ) 時に

まれに発生する高電流を開閉する

ことも可能でなければなりません。 

規格上では、様々な典型的な使用

カテゴリが定められていて、主接

点の正しい寸法を選定し、アプリ

ケーションに適した開閉装置サイ

ズを選定する基準となっています 

( 例えば IEC / EN 60 947-4-1 [4] : 

AC-1 、 AC-3 、DC-5 等 ) 。 

特に使用カテゴリは、装置の形式

と関係がある典型的な突入ピーク

電流に基づいています。例えば、

力率補正装置におけるコンデンサ

での非常に高い鋭いピーク電流な

どで、これは接点の摩耗を早め、

もしくは、接点の溶着などを引き

起こします [5]。 

 

表 3 は、各種開閉装置の異なる特

定要件を示しています。 

例えば、コンタクタ内の軽い接点

は、頻繁なスイッチングと長い寿

命が必要な場合に最適です。一方、

電流ゼロ-カットオフサーキット

ブレーカからの主接点は、それほ

ど頻繁に開閉しないので、接触力

を高めて短絡電流によって起こる

不必要なはね返りを防止していま

す。 

高い Icw 値 2 は、これらの接点に

関する重要な選択基準です。 

一方、限流サーキットブレーカで

は動きが活発な主接点が必要とさ

れます。 

 

補助接点または補助スイッチは、

補助回路または制御回路における

開閉装置 ( 主接点 ) の開閉状態

を正確に映し出す役割があります

が、 

 
2） 定格短時間電流耐性：高い電流が定義さ

れた時間内に継続して流れた際の低温加熱

効果。 

 

 
 

依存性   
接点に課せられた要件  

アプリケーション依存性  構造依存性  

1  定格電流および定格電圧レベル  選定基準  構造に影響あり  

2  電圧タイプと適用する場合の周波数  選定基準  構造に影響あり  

3  開閉負荷の使用カテゴリ  選定基準  構造に影響あり  

4  予測機械的寿命および電気的寿命  選定基準  構造に影響あり  

5  最大許容過負荷電流および短絡電流  選定基準  構造に影響あり 

6  故障時の動作（保護等級)  選定基準  構造に影響あり  

7  動作頻度  選定基準  構造に影響あり 

8  
動作の再現性  

機械駆動のリミットスイッチでは、接点故障の後で動作を無条件に繰返すことはできま

せん。制御回路では単に相サーキットブレーカを操作するだけです。.  

選定基準、回路図を考慮  
 

9  接点の外形及び寸法  
 

1 - 8項と基本構造による  

10  接点ポイントの数（中断点）  
 

1 - 8項と基本構造による 

11  接点動作に必要な距離  
 

基本構造による  

12  接点に必要な圧力レベル  
 

1 - 8項と基本構造による 

 

 

 

表 1 :接点に求められる各種の要件。 部分的にアプリケーションに依存、また、その構造にも依存しています。 
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 主接点および補助接点に求められる、一般ガイドライン、製品規格および要求事項が定めている接点の

タイプ 

 内容  対象  対象  

規格   主接点  補助接点  

  主接点と補助接点間の関係として“強制駆動接点”という定義。

Part 1  一般規則  
この定義は他の部分が特にPart1の定義で言及されている場合

のみ適用されます。 

    

Part 2  サーキットブレーカ  
Part1による強制駆動接点の

言及はなし 

Part1による強制駆動接点の言

及はなし 

Part 3  

スイッチ‐負荷開閉器、負荷開閉器、

スイッチ‐負荷開閉器とスイッチ‐

ヒューズユニット 

Part1による強制駆動接点の

言及はなし 

Part1による強制駆動接点の言

及はなし 

   Part1による強制駆動接点の言

及はなし 

Part 4-1  
電気機械式コンタクタとモータスタ

ータ 

Part1による強制駆動接点の

言及はなし 

Annex Fにおける”ミラー接

点”の定義に従う 

     

Part 4-2  
半導体モータ制御機器と交流用スタ

ータ 
関係なし  関係なし  

   
Part 4-3  

半導体モータ制御機器と交流用モー

タ負荷なしコンタクタ 関係なし  関係なし  

    

   Part1による強制駆動接点の言

及はなし 

Part 5-1  電磁式制御機器と開閉要素 
Part1による強制駆動接点の

言及はなし 

Annex Kにおける”強制開離制

御回路断路機器” の定義に従

う 

   Annex L による”強制駆動接

点”の定義に従う 

Part 5-2  近接スイッチ  関係なし  関係なし  

Part 5-4  低電流接点の動作予測方法  関係なし  関係なし  

Part 5-5  
機械的インターロック付きの電気式

非常停止機器  
関係なし  関係なし  

Part 5-3     
Part 5-6  近接センサの条件  関係なし  関係なし  

Part 5-7     

Part 6-1  
多機能スイッチギア；自動メイントラ

ンススイッチ 

Part1による強制駆動接点の

言及はなし 

Part1による強制駆動接点の言

及はなし 

Part 6-2  
多機能スイッチギア；制御および保護

用開閉機器 (CPS)  

Part1による強制駆動接点の

言及はなし 

Part1による強制駆動接点の言

及はなし 

Part 7-1     
Part 7-2  付属機器  関係なし  関係なし  

Part 7-3     

Part 8  
過負荷保護内蔵の制御ユニット 

(PTC)  
関係なし  関係なし  

 
表 2 : IEC / EN 60 947 標準の各項に割り当てられた開閉装置形式と、規格が定める主接点および補助接点の要件。および開閉器関連の規格条項。 



 

同様に規格で定義された使用カテ

ゴリがあります( 例： IEC / EN 60 

947-5-1 : AC-15 , DC-13 etc. [6] ) 。 

また同時に、補助回路でも、使用 

( 定格 ) 電流が通常開閉され、時

折異常電流も開閉されなければな

りません。 

例外的過負荷、または、短絡電流

は、ここでも同様に発生すること

があるのです。 

補助接点では、開閉をする正常な

電流値レベルと制御できる異常電

流のレベルはほぼ同等です。しか

し、その絶対値は、構造上の理由

から主接点より著しく低くなって

います。 

以前は補助接点が基本ユニットの

一部分であったのに対して、今日

使われている大部分の補助接点ユ

ニットは、基本単位に接続するこ

とができるオプションのユニット

です。 

様々な異なるタイプがそろい、交

換も可能です。 ( m 個のｂ(ブレ

イク）接点、n個の ａ（メイク）

接点 ) ( 図 1 ) 。 

同じく 表 4 において示されてい

る開閉器も、補助接点の機能や寸

法選定に対して影響を与えます。 

特に低圧低電流の状態では補助接

点は著しく軽く、そして不純物に

対して更に敏感で、これは接触不

良という問題を引き起こす可能性 

 

があります。 

制御回路における信頼性は、多重

並列回路を用いてかなり強化する

ことができます。 

更には、あまり多くの接点を、制

御回路内に直列に接続しないよう

にするべきでしょう。 

接触不良を防止するために最適な

電圧は、約 230 V AC の制御電圧

です[7] 。 

今日の進んだ生産方法は、接点や、

スイッチングゾーンの製造で"汚

れフリー" を保証しています。 

 

可動部の材料の組合せを最適なも

のにすれば、摩擦による損傷を最

小限に抑えて製品寿命を伸ばし、

保護カバーをすることによって、

外部からのダメージを防御するこ

とができます。 

開閉装置の小型化や、電力消費及

び熱放散の減少といった側面で見

てみると、この 2 年間で電気機械

式開閉装置の進歩には特筆すべき

ものがあります。 

 

各種スイッチおよび保護用デバイスの主接点  
 

デバイスタイプ  典型的な電流  典型的な接点接触力  開閉頻度と寿命の条件  短絡遮断に関する条件 

補助リレー 

（補助接点のみ） 
極小 mA ～ 16 A  極低  高 ～ 極高  短絡遮断容量なし  

コンタクタ  極小 A ～ 2000 A  低 ～ 高  高 ～ 極高  短絡遮断容量なし 

モータブレーカ  0.01 ～ 63 A  低 ～ 中  低 ～ 中  高 ～ 極高  

サーキットブレーカ  20 ～ 6300 A  高 ～ 極 高  極低 ～ 中  高 ～ 極高  

負荷開閉器  20 ～ 6300 A  高 ～ 極 高  極低 ～ 中  短絡遮断容量なし 

制御回路デバイス（補

助接点のみ） 
極小 mA ～ 16 A  極低  高 ～ 極高  短絡遮断容量なし 

 

図 1：新しい Moeller xStart シリーズからのコンタクタリレーは、基本ユニット 4 つの補助接点を持っています。 

現在では、モジューラシステムの使用に基づいて、更なる接点 ( ここでは 2 または 4 個) がアプリケーション固有の基本ユニットに加えられること

は、一般的になっています。 
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経済効率、及び、信頼性が著しく 高

められました。 1987 年には、

Moeller の制御工学開発部長は、" 

安全に関する機能では、コンタクタ

リレーのより高度な使用は、実質的

には避けることができません。特別

な例は、機械や自動システムにおけ

る使用です。"と述べています [7]。 

この発言は、15 年以上にわたって本

質的に真実を述べ、今でも正しいと

言えます。機械的接点の使用は、も

はや規格によって必ずしも必要では

なくなりました。しかし、それらは

今でも多くの分野のアプリケーショ

ンにおいて最先端であり、そして、

将来においても支配的なものであり

続けるでしょう。特に、機械的接点

は経済的に優位な位置を保持してい

くでしょう。 

 

現代の低電圧開閉装置の補助接点コ

ンポーネントは、非常に複雑です。 

パフォーマンス範囲が密接に考察さ

れて、それらには世界仕様の接点と

いうタイトルを得ます。もともと高

電圧高電流の従来のコンタクタ制御

回路用に開発されたものが、 80 年

代の初めに構造が著しく改良され、

現在では低電圧低電流システムにも

適するようになっています。 

多様な製品シリーズがあまり分散し

ないために、物流上の理由から、小 

 

さな電力用と比較的大きな電力用の

特別な接点を分けることは、避けた

ほうが良いでしょう。そのように接

点を分類することは、技術的アプリ

ケーションの観点からも有益ではあ

りません。例えば、サーマルリレー

では、一般的にｂ(ブレイク）接点

（NC）がコンタクタのコントロール

で高レベルの電圧を開閉し、一方、

ａ（メイク）接点 (NO) は電子式制

御用の故障シグナルを出すために低

電流 / 低電圧をつなぐ働きがあり

ます。開閉能力のポテンシャルを多

様化することで、切替接点の必要性

を実質的に完全になくしました。 

 

使いこなされている典型的に良いペ

ア値は、通常 230 V / 6 A 及び 17 V 

/ 5 mA ( 定格値 24 V ) です。 

この傾向に従って、 Moeller は、 17 

V での高い制御回路信頼性、及び 1 

mA の電流極小値を達成しました。 

現代の開閉装置デバイスは国際市場

のデバイスであるので、同じくそれ

らは、北米の" Heavy Duty" の固有値

にも適用でき、かつまた、 UL 508 [8] 

及び、 CSA-C 22.2 No. 14 [9]に基づ

く" Standard Duty" のタイマやサー

マルリレー にも適合します。 

北アメリカで使用される機器につい

ては、" 600 V 、同一極性" と書かれ

ている部分に注意してください。そ 

 

れは、隣接して設置された同じ型の

補助ユニット同士、または、同じ補

助接点スイッチ内の補助接点同士は、

同じ電気的ポテンシャルを示すため

に、同一の制御電圧源と接続されな

ければならないことを意味します。 

 

Moeller製品では、補助接点が満たす

べき物理的そして幾何学的な条件の

観点から可能な限り、多くの製品グ

ループで同一の補助接点ユニットを

使用しています。 

 

補助接点の信頼性に課された様々な

要求事項 

 

接点の正しい構造・サイズを解説す

ることがこの技術解説書の目的では

ありません。注意すべきアプリケー

ション特有の要求事項を説明し、そ

して、安全に関連した使用のために

補助接点動作時点の効果を示すこと

を目的としています。つまり、この

解説書は、寸法選定ではなくエンジ

ニアリングを支援することを意図し

ています。 

 

補助接点のタスクとしては、例えば、

開閉状態や動作状態を表す表示灯の

制御などです。 

接点は、他のスイッチ機能によって

も動作しますし、もしくは、インタ

製品グループごとの補助接点の満たすべき要件  
 

満たされるべき構造上の条件と 
影響  

補助リレー DIL A  
タイマ ETR 4, DIL 

ET  
コンタクタ DIL M 

サーマルリレー
ZB  

駆動方式 電磁式  電磁式  電磁式  熱動式  

機械的/電気的寿命  極 高  極 高  極 高  低  

開閉頻度  標準 ～ 中  標準 ～ 高  低 ～ 標準  極 低  

接触力  中  低  中 ～ 高  極 低  

ユニットごとの接点数  4, 6, 8  2 切替接点  1 ... 8  2  

基本ユニットからの影響  
基本ユニットの一

部  

基本ユニットの一

部  
衝撃  

コンタクタから

の衝撃  

環境要因からの影響  標準  標準  標準  標準  

推奨される設置場所  制御盤  制御盤  制御盤  制御盤  
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7

ーロック接点として他のスイッチン

グ機能を抑制することもできます。

どのような補助接点がトリップまた

は他のスイッチ機能抑制のためにむ

いているかは、本技術解説書が特別

に関心を払っている点です。事故防

止および設備保護のための安全制御

回路で、補助接点の動作時点、及び、

主接点との関係が信頼できることは、

不可欠と言っていいでしょう。装置

の負荷をスイッチオンにするかオフ

にするかを判断できなければなりま

せん。重要な安全制御回路では、重

複する 3 制御電流を実行することが

必要になる場合もあります。もしく

は、その装置に、独立作動式保護シ

ステムを直接取付けて、装置をモニ

ターする必要があるかもしれません

（例えば、ゼロのスピードモニタ、

スピードモニタなど)。重複に加えて、 

多様性 4 も、必要とされるかもしれ

ません [1] 。 

●非常停止モニタリング、 

●保護用ドアモニタリング、 

●スイッチングパッドモニタリング、

そして 

●両手操作、 

上記のような標準モニタリング回路

には、Moeller の ESR シリーズのよ

うな安全リレーユニットが最適です。

大部分のアプリケーションにおいて、

エンジニアは通常、標準補助接点の

信頼性に頼ります。もしあなたが 

様々な形式のスイッチと、それらの 

典型的でユニークな特徴を検討して

いないとすると、補助接点は各々の

主接点と同じ動作時点を取ることが

通常前提となっています。しかしな

がら、この前提はタイミングの観点

からも、常に実現可能であるわけで

はありません。例えば、主接点と補

助接点のアクチュエータの直線運動

は、長さの点で異なる場合もありま

す。その結果、先入と遅切れで開閉

のタイミングが異なってくるのです。 

先入接点、遅切れ接点、または、オ

ーバーラップ接点のそれぞれには、

異なる動作時点が設定され、技術的

目的のために使われます。 

オーバーラップ接点は、例えば、割

込みなしの切り替え操作などで必要

とされます。 

 

規格準拠の"強制駆動接点"は、ほん

の一部分しかユーザのニーズを満た

しません 

 

ユーザは、開閉装置の状態に関係す

る、曖昧ではなく信頼できる情報が、

シンプルに欲しいだけなのでが、"強

制駆動接点"という概念は、実際には、

開閉装置ユーザの期待を少しも実現

しませんでした。 

例えば、機械制御の安全ために、自

己監視用といった用途に強制駆動機

構を使用します。" 強制駆動接点" 

という言葉の定義は、補助接点に関

係していて、そして、ｂ(ブレイク）

接点とａ（メイク）接点の連続して

いる各種開閉状態にのみ関係してい

ます。 

その他のこの言葉の限界については、

後述します。 

金属加工分野におけるプレス機の事

故防止から、" 強制駆動接点" とい

う言葉が生まれ、電気制御エンジニ

アリングにおける最初の安全関連ソ

リューションの 1 つとして定義され

ました。この用語は、ドイツの 雇用

者責任保険協会ガイドライン ZH 1 / 

457 によって最初に示されました。 

 

" 強制駆動接点"という言葉は、当初

は補助リレー、及び、補助接点のみ

を対象とするものでした。 

“強制駆動”とはｂ(ブレイク）接点

とａ（メイク）接点が決して同時に

投入されず、損傷状態（1つの接点が

溶着しているなど）ではｂ(ブレイ

ク）接点の接点空間距離が最小でも

0.5mm保障されていることで、その

デバイスを寿命まで確実にもたせる

ことができます。 

 

 

 

 

3重複 =1 つ以上のデバイス ( システム ) の使用、該当デバイス ( システム ) が故障した際も、目

的の機能が果たせるようにするため。関連用語 : フル、もしくは、部分的重複、オンライン重複、オ

フラインの重複 
4多様性 =誤動作や故障を回避するために、様々な機能原理を用いること。例えば、ｂ(ブレイク）接

点とａ（メイク）接点、異なった構造のコンポーネント同士、電気機械式と電子式、電気式と非電気

式などを組み合わせて使用することです。 
 

モータブレーカ サーキットブレーカ 制御回路デバイス リミットスイッチ

PKZ NZM RMQ 16 /22 AT

蓄積した動力 蓄積した動力
手動 機械駆動

高 中 中 極高

低～標準 低 標準～高 低～極高

低～標準 中～高 低 中

1... 6 2, 4, 6 1 ... 6 1, 2, 3

衝撃 衝撃
表示灯からの
熱

基本ユニットの
一部

標準～高 標準 標準～高 標準から極高

制御盤
小型ケース

制御盤
小型ケース
機械上

機械上

 
表 4：異なる開閉器及び保護装置の補助接点は、 

それぞれ異なる方法で基本ユニットに取付けら 

れています。 

概算の定格値は、主としてデバイスのメイン使用 

用の値です。 



→

→

≥ 0,5 mm

→

→
≥ 0,5 mm*

Öffner

Schließer

ｂ（ブレイク）接点

ｂ(ブレイク)接点

*この場合、ダブルブレイク接点
の場合は空間距離を2等分することができます。
 2 x 0.25 mm。

ａ（メイク）接点

≥ 0.5 mm

≥ 0.5 mm*

a(メイク）接点

ここに問題が存在します。図 2 にお

いて、外面に位置した接点のうちの 

1 つが溶着した場合、コンタクタの

接点ブリッジが僅かに歪曲するかも

しれないことです 。このために、大

きな容量のコンタクタは、広いブリ

ッジ幅を持ち、モニタリング回路用

に直列接続で左右側面取付の標準サ

イズ補助接点を取付けることが推奨

されているのです。ブリッジがゆが

む臨界点では、双方の接点が同じ動

作時点とは限らず、いわゆる不規則

性が生まれてくるわけです。この不

規則性は回路によって調査すること

ができます。小さなスイッチングデ

ューティ ( 4 kW 未満)では、主接点

と補助接点の間にほとんど差がない

ので、開閉装置メーカは、顧客要求

を満たすために、小容量のコンタク

タにも定義の範囲を逸脱して"強制

駆動機構”を採用する傾向がありま

した。 

これは、主接点と補助接点の開閉状

態が開閉装置の全てのフレームサイ

ズで同じであるという開閉装置ユー

ザの思い込みを強めました。 

 IEC / EN 60947 Part 1 [ 10 ] に規定

されている強制駆動接点の定義は、

これらの混乱を緩和するのにあまり

役に立ちません。 

この一般的な 60 947 規格シリーズ

では次のように書かれています。" 

開閉動作における強制駆動機構とは、

それにおいて、機械的開閉装置の補

助接点がそれぞれの主接点の投入状

態と離落状態に対応する動作点に、

常に配置されていることを保障する

ことです・・・"。 

この定義は実は、このシリーズの他

の製品に関する基準の要項と矛盾し

てしまっています。 

しかしながら、この規格の特定部分

は、開閉機器や保護用デバイスの構

築、及び、テストに関して義務要項

を規定しています。 

これらの義務要項においては、part1

の定義には触れていませんが、IEC / 

EN 60 947-5-1 の Annex  L に書か

れている全ての開閉装置デバイスの

用補助接点の設計に従わなくてはい

けません。 

この Annex では、アプリケーショ

ン分野の記述において上述の制限が

見られます。すなわち、この Annex 

は、作動のための原動力が開閉器内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部で起こされるような強制駆動補助

スイッチ要素にのみ適用されます。 

このような場合にのみ、メーカは発

生する力の大きさを安全に予測する

ことができます。 

これは、プッシュボタンやエンドス

イッチのように外部作動機構を持つ

開閉装置は、作動力に制限がないの

で、強制駆動接点を使用することが

できないということを意味します。 

このようなデバイスのためには 

IEC/EN 60 947-5-1 Annex  K 規定の

" 強制開離機構"が利用できますが、 

異常状態では溶着した接点を破壊し

なければなりません（下記参照）。 

Annex L では ZH 1 / 457 のオリジ

ナルの定義に立ち返っています。も

ともとの定義によると、強制駆動機

構は構造的に実行されて、m 個のｂ

(ブレイク）接点と n 個のａ（メイ 

ク）接点が同時に閉じられることが

できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この要求事項は、駆動デバイスが破

壊された時に適用されます : 

● n 個のａ（メイク）接点のうち

の 1 つが投入されている限り、m個

のｂ(ブレイク）接点はただ 1つとし

て閉ざされてはいけません。 

● m個のｂ(ブレイク）接点のうち

の 1 つが投入されている限り、n個

のａ（メイク）接点はただ 1 つとし

て閉ざされてはいけません。 

ZH 1 / 457 において意図された最小

の接点間隔は、インパルス電圧試験

後に 0.5 ミリメートルとされ、メー

カによる宣言として Annex  L で定

められています。 

主接点と補助接点で動作点が同一で

なければならないと規定した文書は

ありません。 

強制駆動補助接点は、回路図内で 

Annex  L で規定された記号で示さ

れ認識されなければいけません。

 
図 2：例えば外の右側のａ（メイク）接点がコンタクタ上で溶着してしまった場合、オフの 

コンタクタの接点ブリッジが曲がってしまうかもしれません。" 強制駆動接点" では、この場合、 

ｂ(ブレイク）接点は閉じてはいけない上に、最小でも 0.5 ミリメートルの接点間距離が必要です。 

これはコンタクタの寿命を全うさせます。各種の安全回路は、ｂ(ブレイク）接点とａ（メイク） 

接点が決して同時に閉じないという仮定に基づいています。 
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新たに定義されたミラー接点は明確

な主接点の“鏡” 

 

ミラー接点は、IEC / EN 60 947-4-1 

[4]  Annex F に準拠して組み立てら

れてテストされています。定義にし

たがって、ミラー接点は常に補助ｂ

(ブレイク）接点でなければなりませ

ん。コンタクタに複数のミラー接点

を取付けることも可能です。補助ｂ

(ブレイク）接点のない開閉器は、し

たがって、ミラー接点があるとは言

えないのです。その状態が映し出さ

れる対象の接点は、主回路のａ（メ

イク）接点です。その結果、補助リ

レーには、ミラー接点という考え方

はありません。主接点を持っていな

いからです。現在の時点では、ミラ

ー接点はコンタクタ専用の接点とし

て知られています。 

 

コンタクタのいずれかの主接点が閉

じられている限り、ミラー接点 (補

助ｂ(ブレイク）接点 ) は、閉路し

てはいけません。つまり、ミラー接

点は、逆の状態で主接点の動きをモ

ニターするのです。この定義は、コ

ンタクタが電圧を印加されていない

時にも同じく適用されます。ミラー

接点間の 0.5 ミリメートルの十分な

接点間隔は、インパルス電圧試験に

よる主接点溶接のシミュレーション

をパスして、メーカによって保証さ 

れています 。このテストは、パフォ

ーマンステスト後に行われパスしな

ければなりません。 

 

ミラー接点の重要な役割は、機械制

御回路内のコンタクタの開閉状態を 

非常に高い信頼性でモニタリングす

ることです。一方、規格では、安全

装置としてミラー接点のみに頼るこ

とをよしとせず、ミラー接点回路の

自己監視を強く推奨しています。 

 

ミラー接点の定義とは、構造上の条

件によるのですが、主接点と補助ｂ

接点の関係について述べただけのも

のなのです。構造上の条件とは、主

接点及び補助接点が、通常はそれら

自身の接点ブリッジを持っていると

いうこと、そして、作動する力の大

きさが異なるということに起因して

います。heavy dutyのコンタクタで

は、主接点を補助接点の作動力の差

が大きく、“ミラー接点”の機能の実

現は容易ではありませんが、Moeller

のミラー接点は表 6 のようにかなり

大きなものまで可能となっています。 

 

強制駆動ミラー接点に関する詳細な

情報 

 

IEC / EN 60 947-4-1 [4]の Annex F 

では、IEC / EN 60 947-5-1の Annex L 

に準拠の強制駆動機構に加えてミラ 

ー接点の使用を許可しています。こ

の条項内には" 強制駆動ミラー接点

" という用語は使用されていません。

実はこれは Annex  F と L で提示

された事実から考えた著者の合成語

です。 表 5 では、主接点と補助接

点の動作点の関係が、明瞭に多数の

可能として存在することが示されて

います。 

 

Moeller 開閉装置と保護用デバイス
のシンプルで、明瞭な関係 

 

表 6 は、現在の Moeller製補助リレ

ー及びコンタクタ全製品の形式をリ

ストアップし、記述の規格の Annex

に宣言された定義に従って、強制駆

動接点およびミラー接点の使用可能

状況を示しています。既に述べたよ

うに、大容量のコンタクタで接点が

溶着すると、主接点ブリッジが歪曲

することがあります。この理由のた

めに、類似した接点を持つコンタク

タ上では、左右の側面で補助スイッ

チの接点が直列に接続されなければ

いけません。DIL M や DIL P コンタ

クタでは、 補助スイッチが内部に取

付 け ら れ た も の  ( DIL ... 

-XHI(C)11-SI) と外部に取付けられ

たもの ( DIL ... -XHI(C)11-SA) があ

りますが、内部に取付けられた補助

スイッチの接点を使用するべきです。 

 
  

 

 

主接点 補助接点   

  (通常ａ（メイク）接点)  

ミラー接点, ～ IEC / EN 60 947-4-1, 

Annex F  

強制駆動接点, ～ IEC / EN 60 947-5-1, 

Annex L  

 ミラー接点と主接点の関係に起因した 強制駆動ａ(メイク)接点とミラー接点（

 記述 ｂ（ブレイク）接点）の関係に起因した

  記述  

• いずれか1つの主接点が閉じている場

合 
• 全ての補助接点は開いていること。 

• 全ての補助ｂ接点が開いた時のみ、補

助ａ接点は閉じることができる。  

  • 主回路のａ接点が閉じた場合、補助ａ

接点が閉じる可能性は極めて高い。 

   

• 全てのａ（メイク）接点が開いている

場合  

• 全ての補助ｂ（ブレイク）接点は閉じ

ていても良い。 

• 1つの補助ｂ接点が閉じた場合、全て

の補助ａ接点は開かなければいけない。

  • 主回路のａ接点が開いた場合、補助ａ

接点が開く可能性は極めて高い。  

 

 

 

 
表 5 :オレンジ色の項は 100％確実であることを示しています。青い項の内容は、可能性のみを表しています。 
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IEC / 5 / 4

-

～ 

～  

～ 

 

および

～

～

～

形式

安全制御機能用の接点

強制開離機構の接点
EN 60 947- -1, Annex L 

ミラー接点 
to IEC EN 60 947- -1, Annex F 

基本ユニット内蔵の
補助スイッチから
補助接点ユニットの
接点まで　* 

補助接点ユニット内の
補助接点間 * 

内蔵補助ｂ接点　から* 補助接点ユニット　内
の補助ｂ接点から

* 

コンタクタ AC または DC 操作
ネジまたはケージクランプ接続

コンタクタ AC または DC 操作
ネジまたはケージクランプ接続

DIL A-22 (31) Yes Yes 主接点はなし

DIL M7-10 
DIL M32-10 

Yes Yes 
補助ｂ接点は
なし 　　  

Yes 

DIL M7-01 
DIL M32-01 

Yes Yes Yes Yes 

DIL M40 DIL M65 
補助接点はなし

Yes 
補助接点はなし

　　　　  
Yes 

DIL M80 DIL M150 現在入手不可

DIL ER-22 (31) Yes Yes 主接点はなし

DIL E(E)M-10 Yes Yes 
補助ｂ接点は
なし 　　  

Yes 

DIL E(E)M-01 Yes Yes Yes Yes 

DIL R-22 (31) Yes Yes 主接点はなし

DIL 00 (A)(B)M -10 Yes Yes 
補助ｂ接点は
なし 　　  

Yes 

DIL 00 (A)(B)M -01 Yes Yes Yes Yes 

DIL 0(A)M～DIL 3M85 

内蔵補助接点は
なし

Yes 

内蔵補助接点は
なし

Yes 

DIL 4M115 
DIL 4M145 

Yes 
直列で左右に1つずつ
SI 補助スイッチ接点

を接続

DIL M185 
DIL M1000 

Yes Yes 

DIL H1400 DIL H2000 Yes Yes 

DIL P160 DIL P800 現在未試験 　　　　　　現在未試験

* 一般的には先入り補助接点と遅切れ補助接点の組合せには適用しない。

10 

主接点へ

表 6 : Moeller 補助リレー、または、コンタクタに適用できる強制駆動接点とミラー接点。 



しばしば混同される類似な用語 

 

強制開離機構や強制開離接点は、し

ばしば強制駆動接点と混同されます。 

ミラー接点という用語が比較的新し

いので、確実な定義や意味がまだ、

ユーザの間に定着していません。 

以下の用語ではよく混乱が生じます

ので、ご注意ください: 

 

安全分離 

安全分離とは、例えば絶縁によって

得られるものですが、基礎的な絶縁

より高い要求を満たすものです。 

つまり、補強された、もしくは、二

重の絶縁を意味します。 

安全分離は、保護超低電圧（PELV）

を作る際に必要となります。安全ト

ランスの 1 次と 2 次巻き線間、およ

び PELV 低電圧回路やその他の回路

（危険な接触電圧の）の間に要求さ

れます。 

詳細は IEC / EN 60 947-1 Annex N 

を参照してください。 

 

保護用分離 

IEC / EN 60 364-4-41 規定。感電 か

らの保護のための個々のサーキット

の安全対策( 間接的接触からの保

護 ) 。 

これらの保護対策は基礎絶縁に故障

があった場合に電源側電圧が現われ

るような部分（筐体、非充電部分）

に接触するのを防ぎます。 

 

ポテンシャル分離 ( 電気的分離 ) 

電気ポテンシャルの分離。 

異なるサーキットの間に導電接続を

なくします。 

電気的分離というのは、特定のトラ

ンスを使用し、バッテリーや別電圧

を用いて行います。 

高い電圧による破壊から電子回路を

保護するために、オプトカプラなど

が使われます。 

インタフェース要素は、制御回路と

負荷回路の間と同様のタスクを行い

ます。 

 

絶縁機能/絶縁特性 

システム全体またはシステムの一部

への電源供給のシャットダウン。こ

れによりシステム全体、またはシス

テムの一部は安全上の理由のために

全ての電気エネルギー源から切り離

されます。 

主接点の状態表示は、明確で効果的

でなければなりません。 

断路装置は、 IEC / EN 60 204-1 によ

ってオフ位置 ( 断路位置)でインタ

ーロック機能を持っていなければな

りません 。 

IEC / EN 60 947-3 [9] では、より厳し

い要件が操作機構の確実性に対して

要求されています。ｋれはスイッチ

が溶着した際に操作機構がオフ位置

となるのを防ぐためです。 

 

断路ギャップ、可視断路ギャップ 

開状態の接点間の空間距離、または

機械的開閉器の極の接続部分で開状

態で接続されたものの間の空間距離。

これらは負荷開閉器に定められてい

る安全用件を満たします。 

負荷開閉器の条件は、IEC / EN 60 

204-1:2002 で規定されています。 

絶縁ギャップが不可視の場合、全

（主）接点が実際に開き、IEC /EN 60 

947-3 [ 11 ]に基づく十分な絶縁ギ

ャップが全接点間にできる前に、ス

イッチ動作状態表示でオフ状態を表

示することはできません。 

 

強制開離 

(接点に関する ) ( "強制駆動"と混

同しないでください！ ) 

IEC / EN 60 204-1:2002 および IEC / 

EN 60 947-5-1 , Annex K に基づく。 

強制開離とは、スイッチ操作の力が

スプリングを介さずに、直接その接

点を乖離させる力となる接点構造で、

接点の分離を保障します（スプリン

グの力を使用しません）。 

これは IEC / EN 60 204-1:2002 にに

よって規定され、用途は非常停止用

の装置などです。 

強制開離機構を持つ全ての制御回路

断路機器は、常に読みやすい標準記

号を外面に表記していなければなり

ません。 

強制開離機構に関連して、主接点の

状態に関しては、 IEC / EN 60 947-1 

における定義があります。 

この定義においては IEC/ EN 60 947 

のスイッチ特有のパーツについては

言及されていません。 

 

強制開離距離 

操作機器が動作を開始してから開路

される接点の強制開離が終わるまで

の最小距離。 

 

不可避効果 

操作ユニットと接点間の接続。操作

ユニットに適用される力を接点まで

直接伝達 す る  ( IEC / EN 60 

947-5-1 )。  

 

非不可避効果 

操作ユニットと接点間の接続。操作

ユニットに適用される力を制限する 

( IEC / EN 60 947-5-1 )。  
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Xtra Combinations

ムーラーのエクストラコンビネーションは、製品
からサービスまでの範囲をカバーし、配電とオー
トメーションにおけるスイッチ開閉、保護、そし
て制御の最良の組み合わせオプションを提供し
ます。 
 
エクストラコンビネーションを使うことによっ
て、御社の機械やシステムの性能を最大限に活か
し、かつ最も高い経済効率を実現するためのベス
トなソリューションが可能になります。 
 
われわれがご提供するものは： 
■ 柔軟性とシンプルさ 
■ システムの多大な可能性 
■ 高い安全性 
 
全ての製品は、機械的・電気的に、あるいはデジ
タル方式でも容易に組み合わせることができ、御
社の適用に合わせた柔軟性に富んだ最新のソリ
ューションを実現します。―それも、素早く、効
率的に、そして経済的に。優れた品質は持続的に
高いレベルの機械稼動を可能にし、かつ御社の人
材や機械、システムや建造物の安全を最大限に保
証いたします。 
 
弊社は、最新鋭の物流システムと、世界 80 ヶ国
に広がる販売ネットワーク、およびお客様第一を
モットーとしたサポート業務を誇りに思ってお
ります。いつでもどのようなことでも Moeller に
ご相談ください。必ずやお役に立てることと信じ
ております。皆様を心よりお待ち申し上げており
ます。 


